
目

次

（
�
印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

規

則

�
香
川
県
予
算
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
政

策

課
）

一

�
香
川
県
産
業
交
流
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
経
営
支
援
課
）

告

示

�
道
路
の
供
用
開
始

（
道
路
保
全
課
）

二

公

告

�
知
事
の
職
務
代
理
者

（
人
事
・
行
革
課
）

�
指
定
管
理
者
の
募
集

（
経
営
支
援
課
）

�
土
地
改
良
事
業
の
適
否
決
定

（
土
地
改
良
課
）

三

�
土
地
改
良
事
業
の
認
可

（

〃

）

�
土
地
改
良
事
業
に
係
る
異
種
目
換
地
の
指
定

（

〃

）

香
川
県
予
算
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
十
五
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
八
十
一
号

香
川
県
予
算
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
予
算
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
香
川
県
規
則
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
中
「
基
づ
き
」
の
下
に
「
、
政
策
部
長
が
別
に
指
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
を
加
え
、
「
（

第
二
十
号
様
式
）
」
及
び
「
翌
年
度
の
七
月
十
五
日
ま
で
に
」
を
削
る
。

第
二
十
号
様
式
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

香
川
県
産
業
交
流
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
十
五
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
八
十
二
号

香
川
県
産
業
交
流
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
産
業
交
流
セ
ン
タ
ー
規
則
（
平
成
六
年
香
川
県
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

一
条
中
「
第
四
条
」
を
「
第
三
条
第
五
項
及
び
第
四
条
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
を
第
十
三
条
と
し
、
第
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
指
定
管
理
者
が
行
う
業
務
等
）

第
十
二
条

香
川
県
産
業
交
流
セ
ン
タ
ー
条
例
第
三
条
第
五
項
の
規
則
で
定
め
る
業
務
は
、
サ
ン
メ
ッ
セ

香
川
の
維
持
管
理
及
び
施
設
の
利
用
の
承
認
そ
の
他
の
運
営
と
す
る
。

２

サ
ン
メ
ッ
セ
香
川
の
管
理
を
指
定
管
理
者
が
行
う
場
合
は
、
第
二
条
か
ら
第
五
条
ま
で
、
第
八
条
か

ら
前
条
ま
で
及
び
次
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

３

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
第
七
条
（
第
五
項
を
除
く
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

条
第
一
項
中
「
利
用
者
（
第
四
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
利
用
に
係
る
利
用
者
を
除
く
。
次
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
は
、
同
条
第
一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
サ
ン
メ
ッ
セ
香
川
の
施
設
の
う
ち
大
展
示
場
、

小
展
示
場
、
第
一
屋
外
展
示
場
又
は
第
二
屋
外
展
示
場
の
利
用
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
当
該
」
と
、

同
条
第
二
項
中
「
利
用
者
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
に
規
定
す
る
者
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
四
条
第

二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
利
用
に
係
る
利
用
者
」
と
あ
る
の
は
「
サ
ン
メ
ッ
セ
香
川
の
施
設
の
う
ち
大

会
議
室
、
中
会
議
室
、
小
会
議
室
又
は
特
別
会
議
室
の
利
用
の
承
認
を
受
け
た
者
」
と
、
同
条
第
四
項

中
「
利
用
者
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
項
又
は
前
項
に
規
定
す
る
者
」
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

第８２号

平 成１６年

１０月１５日（金曜日）

規

則

告

示

○

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
月
十
五
日

（
第
九
一
七
六
号
）

一



●
香
川
県
告
示
第
六
百
九
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
六
年
十
月
十
五
日
か
ら
同
年
十

一
月
五
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
十
五
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

国
道
（
一
般
）

二

路

線

名

四
百
三
十
八
号

三

道
路
の
区
域

四

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
六
年
十
月
十
五
日

●
香
川
県
公
告
第
四
百
八
十
七
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十

六
年
十
月
二
十
一
日
か
ら
同
月
二
十
七
日
ま
で
の
間
、
香
川
県
副
知
事
川
北
文
雄
が
香
川
県
知
事
の
職
務

を
代
理
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
十
五
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
四
百
八
十
八
号

次
の
と
お
り
香
川
県
産
業
交
流
セ
ン
タ
ー
の
管
理
に
関
し
、
指
定
管
理
者
を
募
集
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
十
五
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

管
理
の
条
件

１

香
川
県
産
業
交
流
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
サ
ン
メ
ッ
セ
香
川
」
と
い
う
。
）
の
管
理
及
び
運
営
を
行

う
こ
と
。

２

管
理
期
間

平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

３

利
用
者
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
図
り
、
利
用
者
の
増
加
及
び
そ
れ
に
伴
う
使
用
料
収
入
の

増
加
を
図
る
方
策
を
毎
年
度
検
討
す
る
こ
と
。

４

管
理
経
費
の
縮
減
に
努
め
る
こ
と
。

５

毎
年
度
、
事
業
開
始
前
に
は
事
業
計
画
書
を
、
事
業
終
了
後
に
は
事
業
報
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
。

６

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
そ
の
他
の
関
係
法
令
、
香
川
県
産
業
交
流
セ

ン
タ
ー
条
例
（
平
成
五
年
香
川
県
条
例
第
二
十
六
号
）
、
香
川
県
産
業
交
流
セ
ン
タ
ー
規
則
（
平
成

六
年
香
川
県
規
則
第
六
号
）
等
を
遵
守
し
、
サ
ン
メ
ッ
セ
香
川
の
適
切
か
つ
効
率
的
な
管
理
運
営
に

努
め
る
こ
と
。

７

管
理
を
通
じ
て
取
得
し
た
個
人
情
報
は
、
そ
の
取
扱
い
に
十
分
留
意
し
、
漏
え
い
、
滅
失
及
び
き

損
の
防
止
そ
の
他
の
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

８

管
理
期
間
の
満
了
又
は
指
定
管
理
者
の
指
定
の
取
消
し
等
に
伴
う
業
務
の
引
継
ぎ
は
、
適
正
か
つ

十
分
に
行
う
こ
と
。

二

管
理
の
内
容

１

サ
ン
メ
ッ
セ
香
川
の
維
持
管
理
及
び
修
繕
に
関
す
る
業
務

２

サ
ン
メ
ッ
セ
香
川
の
施
設
、
設
備
及
び
備
品
の
利
用
許
可
等
に
関
す
る
業
務

区

間

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

仲
多
度
郡
琴
南
町
大
字
中
通
字
野
口
下
九
二
七
番

九
地
先
か
ら

仲
多
度
郡
琴
南
町
大
字
中
通
字
野
口
下
八
七
七
番

一
地
先
ま
で

一
一
・
〇

〜
一
六
・
四

二
八
一

平
成
十
二
年

香
川
県
告
示

第
五
百
五
号

で
変
更
し
た

区
域
の
一
部

仲
多
度
郡
琴
南
町
大
字
中
通
字
本
村
道
上
五
九
二

番
三
地
先
か
ら

仲
多
度
郡
琴
南
町
大
字
中
通
字
本
村
道
上
五
五
一

番
地
先
ま
で

一
二
・
二

〜
一
八
・
〇

二
三
七

仲
多
度
郡
琴
南
町
大
字
中
通
字
本
村
六
九
一
番
一

地
先
か
ら

仲
多
度
郡
琴
南
町
大
字
中
通
字
本
村
三
五
六
番
一

地
先
ま
で

一
三
・
八

〜
一
六
・
〇

一
一
七

公

告

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
月
十
五
日

（
第
九
一
七
六
号
）

二



３

サ
ン
メ
ッ
セ
香
川
の
使
用
に
係
る
使
用
料
の
徴
収
に
関
す
る
業
務

４

そ
の
他
サ
ン
メ
ッ
セ
香
川
の
管
理
運
営
に
必
要
な
業
務

三

応
募
資
格

香
川
県
内
に
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
を
有
す
る
法
人
で
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。

１

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
す

る
者

２

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
、
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百

二
十
五
号
）
等
に
基
づ
き
更
生
又
は
再
生
手
続
を
し
て
い
る
法
人

３

香
川
県
か
ら
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
法
人

４

香
川
県
の
県
税
、
法
人
税
、
消
費
税
又
は
地
方
消
費
税
を
滞
納
し
て
い
る
法
人

四

応
募
方
法

１

応
募
書
類

�
申
請
書

�
事
業
計
画
書

�
決
算
書
（
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
等
の
財
務
諸
表
）
過
去
三

年
分

�
定
款
（
寄
附
行
為
）

�
法
人
登
記
簿
謄
本
及
び
印
鑑
証
明
書

	
納
税
証
明
書
（
香
川

県
の
県
税
、
法
人
税
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
）
直
近
一
年
間



法
人
の
概
要
等

２

提
出
部
数

正
本
一
部
及
び
副
本
八
部
（
応
募
書
類
の
�
〜


に
つ
い
て
は
、
正
本
一
部
及
び
副

本
一
部
）

３

応
募
書
類
の
受
付
期
間

平
成
十
六
年
十
一
月
十
五
日
（
月
曜
日
）
か
ら
平
成
十
六
年
十
一
月
三

十
日
（
火
曜
日
）
ま
で
（
香
川
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
香
川
県
条
例
第
一
号
）
第
一

条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
日
を
除
く
。
）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

な
お
、
郵
便
等
に
よ
り
送
付
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
六
年
十
一
月
三
十
日
午
後
五
時
ま

で
の
間
に
４
の
提
出
先
で
受
領
し
た
も
の
に
限
る
。

４

提
出
先
及
び
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
〇

高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇

号

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
（
県
庁
本
館
一
四
階
）

総
務
・
地
場
産
業
グ
ル
ー
プ

電

話
番
号
〇
八
七
―
八
三
二
―
三
三
四
二

五

そ
の
他

１

現
場
説
明
会
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
六
年
十
月
二
十
六
日
（
火
曜
日
）

午
前
十
時

サ
ン
メ
ッ
セ
香
川

２

指
定
管
理
者
の
指
定
方
法

一
次
審
査
及
び
二
次
審
査
に
よ
り
選
定
し
た
後
、
香
川
県
議
会
の
議
決
を
経
て
指
定
す
る
。

３

そ
の
他

詳
細
は
、
指
定
管
理
者
募
集
要
領
に
よ
る
。

●
香
川
県
公
告
第
四
百
八
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
高
松
市
木
太
土
地
改
良
区
が
土
地
改
良
事
業
（
単
独
県
費
補
助
土
地
改

良
事
業
中
天
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
六
年
十
月
一
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
高
松
市
産
業
部
土
地
改
良
課
に
お
い
て
平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日
か
ら
同
年
十
一

月
十
八
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
十
五
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
四
百
九
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
高
松
市
古
高
松
土
地
改
良
区
が
土
地
改
良
事
業
（
単
独
市
費
補
助
土
地

改
良
事
業
北
堀
江
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
六
年
九
月
二
十
九
日
認
可
し
た
。

平
成
十
六
年
十
月
十
五
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
四
百
九
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
綾
南
南
部
地
区
（
第
二

工
区
）
に
お
い
て
樹
立
す
る
換
地
計
画
に
関
し
、
次
の
従
前
の
土
地
は
、
非
農
用
地
区
域
に
換
地
す
る
土

地
と
し
て
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
十
五
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

所

在

地

番

地

目

用

途

地

積

綾
歌
郡
綾
南
町
大
字
陶
字
西

飼
野

五
二
三
八
―
一

田

田

五
四
一
平
方
メ
ー
ト
ル

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
月
十
五
日

（
第
九
一
七
六
号
）

三



古紙配合率70％ 
白色度72％再生紙を使用しています 香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
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平
成
十
六
年
十
月
十
五
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所

香

川

県

庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

香

川

県

報

平
成
十
六
年
十
月
十
五
日

（
第
九
一
七
六
号
）

四


